「いかさま賭博」被害の多発（注意喚起）
平成22年1月

在ホーチミン日本国総領事館
１．２００７年以降、ホーチミンにおいて「いかさま賭博」による被害が連続発生しています。２００９年３月にスポット情報等で「いかさま賭博」被害の注意喚起をしておりますが、昨年１年間に３９件の被害報告の届出がなされ、２０１０年１月以降も、引き続き被害報告がなされており、被害が拡大する傾向にあります。
　　
２．「いかさま賭博」の一般的な手口は次のとおりです。
（１）日本人旅行者等が日中に１人で観光地（ベンタイン市場、統一会堂、ドンコイ通り等）付近を散策していると、シンガポール又はマレーシア出身（別の出身地を言う場合もあります。）と称する者１名、場合によって複数名の男女が日本語又は英語で話し掛け、親しくなったところで、「実は自分の娘が近々日本に行くので、自分の家に来て日本のことを教えてほしい。」等いろいろな勧誘を行い、その誘いに応じるとタクシー等で知らない場所に連れて行かれる。
（２）到着した場所で賭博のやりかたを教えられ、いつの間にかゲームに参加することになり、そのゲームにおいて、グルになっている者が多額の現金（実際には偽札）を持ち出し、大勝負を仕掛けてきます。そこで、同等の掛け金を要求してきて、同等の所持金はないと答えると、絶対に勝つから等唆し、別の場所に連れ出し、クレジットカードで多額のキャッシングをさせられる、又は宝石店等に連れて行かれて金（ゴールド）を購入させられます（多くの被害者によれば、ホーチミン市第５区にあるアンドン市場近くの宝石店）。犯人は、半ば強制的に引き出した現金又はゴールドは自分たちで保管し（その際レシート、領収書等も併せて取り上げます。）、後日続きの勝負しようと別の待ち合わせ場所を指定しますが、待ち合わせ場所にはいなく、一切連絡が取れなくなります。
３．つきましては、このような「いかさま賭博」の被害に遭わないよう、以下の事項に留意し注意してください。
（１）見知らぬ人物から誘われてもついて行かない（特に、タクシーで一緒に移動したり、見知らぬ者の家には絶対に行かない。）。また、親しくなっても安易に相手の言うことを信用しない。
（２）万一、賭博の話を持ちかけられたとしても、ベトナムでの賭博については、公認された場所、かつ、外国人である証明書を所持している場合を除き、犯罪であることに留意し、きっぱりと断り、直ちにその場から立ち去る。
（３）できる限り必要最小限の現金のみを持ち歩き、クレジットカード等貴重品類は安全な場所に保管しておく。
